
 

鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の製造業等の持続的な発展を図るため、経営基盤強化事業を行う

中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を

定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５

４号）第２条第１項各号に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号いずれかの要件を満たす中小企業者等とする。 

（１） 市内において、次に掲げるいずれかの業種を１年以上継続して営んでいること。 

  ア 製造業 日本標準産業分類（平成 19 年総務省告示第 618 号）に規定する大分類Ｅに

分類されている事業をいう。 

  イ 情報通信業 日本標準産業分類に規定する大分類Ｇに分類されている事業をいう。 

  ウ 自然科学研究所 日本標準産業分類に規定する小分類 711 に分類されている事業を

いう。 

(２) 市内において、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を１年

以上継続して営んでいること。 

２ 納期限の到来した市税を完納していること。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業及び該当する補助対象者は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同年度内に当該事業について、市が実施する他の補助事業の

補助を受けた事業は補助対象事業としない。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費及び補助限度額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

２ 前項に定める補助対象経費は、市内の事業所に係る経費のみとする。 

３ 第１項に定める補助対象経費を外貨で支払った場合は、支払日の為替レートに基づき、

日本円に換算し、補助金の額を算出することとする。 

４ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、鎌倉市中小企業経

営基盤強化事業費補助金交付申請書（第１号様式）に、別表第３に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 前項に掲げる申請は、同年度内、各事業 1回とする。 

３ 第１項に掲げる申請は、事業に着手する前に市長が別に定める期間内にしなければなら

ない。ただし、別表第２に規定するデジタル化推進事業の補助対象経費（３）については、



 

補助対象経費の金額が確定した後、同年度２月末日までに申請するものとする。 

４ 申請者は、第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とす

る場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対

象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税の簡易課税を選択して

いる場合及び当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでな

いときについては、この限りでない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付につ

いて適否を決定して、鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金交付（不交付）決定通知

書（第２号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（事業計画変更等） 

第８条 補助金交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業の内容に変更が

生じた場合又は事業を中止しようとする場合には、速やかに鎌倉市中小企業経営基盤強化

事業計画変更・中止申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定変更通知） 

第９条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、その適否を決定して、鎌倉

市中小企業経営基盤強化事業費補助金変更等承認（不承認）決定通知書（第４号様式）に

より当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 10 条 補助事業者は、当該申請に係る事業が完了したときは、鎌倉市中小企業経営基盤強

化事業実績報告書（第５号様式）に、別表第４に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２に規定するデジタル化推進事業の補助対象経費（３）

については、第６条第１項の申請をもって前項の実績報告とみなす。 

３ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、前項の実

績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

（補助金の確定） 

第 11 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、補助金額を確定し、

当該補助事業者に対し、速やかに鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金交付額確定通

知書（第６号様式）により通知するとともに補助金を交付するものとする。ただし、別表

第２に規定するデジタル化推進事業の補助対象経費（３）については、第７条の交付決定

をもって補助金額を確定し、補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し等） 



 

第 12 条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部

若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金の交付決定の内容又は補助条件に違反したとき。 

（３） 法令又はこの要綱に違反したとき。 

（４） 産業財産権の特許を取得する事業において、出願を取下げ又は放棄をしたとき。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 13 条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、消費

税の簡易課税を選択している場合を除き、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額

報告書（第７号様式）により、速やかに市長に対して報告しなければならない。この場合

において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等で

あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及

び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告

しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

（準用） 

第 14 条 前各条に定めるもののほか、この要綱による補助については鎌倉市補助金等に係る

予算の執行に関する取扱要綱（昭和 41年 2 月告示第 23 号）に定めるところによる。 

（その他の事項） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年１月 11 日から施行する。 



 

別表第１ （第４条） 

補助対象事業 補助対象者 内 容 

産業財産権取得

事業 
第３条第１号 

新製品、新技術に係る特許権、意匠権又は商標権を取得す

る事業 

展示会等出展事

業 
第３条第１号 

製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は博覧会に出展

する事業 

ＢＣＰ（事業継

続計画）策定事

業 

第３条第１号 

ＢＣＰを策定する事業、ＢＣＰの策定に関する研修に従業

員を参加させる事業、又は外部講師を招き実施する研修事

業 

人材育成事業 第３条第１号 
公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加さ

せる事業又は外部講師を招き実施する社内研修事業 

デジタル化推進

事業 
第３条第２号 

ＩＴの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を

図ろうとする事業 

広報・マーケテ

ィング事業 
第３条第２号 

広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図

ろうとする事業 

 

別表第２ （第５条） 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 
補助限度

額 

産業財産権取得事業 

国内の特許権、意匠権又は商標権の取得に要

する次に揚げる費用 

(1)出願料（特許については、審査請求をし

ていることが確認できる場合のみ） 

(2)審査請求料 

(3)登録料 

(4)産業財産権取得に関して弁理士等に支払

う費用 ２分の１ 

以内 
30 万円 

展示会等出展事業 

展示会、見本市等への出展に要する次に揚げ

る費用 

(1) 会場又は小間の使用に要する経費 

(2) 会場内又は小間内の装飾に要する経費 

(3)会場内における備品の借り上げに要する

経費 

ＢＣＰ（事業継続計

画）策定事業 

ＢＣＰの策定に要する次に掲げる費用 



 

(1)ＢＣＰの策定に係るコンサルタント等外

部への委託に要する費用 

(2)研修受講費 

(3)受講に義務付けられたテキスト購入費 

(4)外部講師への謝礼金 

人材育成事業 

人材育成事業に要する次に掲げる費用 

(1)研修受講費 

(2)受講に義務付けられたテキスト購入費 

(3)外部講師への謝礼金 

15 万円 

デジタル化推進事業 

デジタル化推進事業に要する次に掲げる費

用 

(1)会計、受発注、決済、セキュリティ対策

などのソフトウェアの利用料（月額定額制料

金の場合は、最初に利用した月の利用分から

起算して同年度内に支払われた分の領収書

等が交付される利用分まで） 

(2)ＰＯＳレジ・券売機の導入費用 

３分の１ 

以内 

15 万円 

(3)キャッシュレス決済（新規に導入したコ

ード決済に限る）の手数料（最初に利用した

月の利用分から起算して同年度２月末日ま

でに交付申請が可能な利用分まで） 

３万円 

広報・マーケティング

事業 

広報・マーケティング事業に要する次に掲げ

る費用 

(1)ホームページの更新費 

(2)ＷＥＢ広告の掲載料金（月額定額制料金

の場合は、最初に利用した月の利用分から起

算して同年度内に支払われた分の領収書等

が交付される利用分まで） 

(3)マーケティング調査費 

(4)ＥＣサイトの利用料金（月額定額制料金

の場合は、最初に利用した月の利用分から起

算して同年度内に支払われた分の領収書等

が交付される利用分まで） 

(5)インバウンド対応費用（外国語版リーフ

レットの作成及びホームページの外国語対

応） 

３分の１

以内 
15 万円 

 

 



 

別表第３ （第６条） 

補助対象事業 共通添付書類 添付書類 

産業財産権取得事業 

① 法人の場合は、登記事項証

明書、個人の場合は事業所

を証明する書類 

② 会社の経歴書又はこれに

類するもの 

③ 事業計画書 

④ 収支予算書 

⑤ 費用の内訳の分かる書類

（見積書の写し等） 

⑥ その他市長が必要とする

書類 

 

① 産業財産権の概要の分かる書類 

展示会等出展事業 

① 展示会等の概要が分かる書類（パ

ンフレット等） 

ＢＣＰ（事業継続計

画）策定事業 

① 研修の概要が分かる書類（ＢＣＰ

の策定に関する研修に従業員を

参加させる場合のみ） 

② 外部講師の経歴、実績が分かる書

類（外部講師を招き研修を行う場

合のみ） 

人材育成事業 

① 研修の概要が分かる書類（公共機

関及び公的機関が主催する研修

に従業員を参加させる場合のみ） 

② 外部講師の経歴、実績が分かる書

類（外部講師を招き研修を行う場

合のみ） 

デジタル化推進事業 

①購入又は設置（リースによる調達

を含む）する商品や導入するサー

ビスの概要がわかる書類 

②月額定額制料金の場合は、月額料

金がわかる書類 

③キャッシュレス決済手数料の場合

は、新規に導入したコード決済の

利用開始日及び補助対象経費の

支払いがわかる書類（最初に利用

した月の利用分から起算して同

年度２月末日までに交付申請が

可能な利用分まで） 

広報・マーケティング

事業 

 



 

別表第４ （第１０条） 

補助対象事業 共通添付書類 添付書類 

産業財産権取得事業 

① 収支精算書 

② 収支を証する書類（領収書

の写し等） 

③ 上記の書類が日本語以外

の言語により記載されて

いる場合、日本語による訳

文 

④ その他市長が必要とする

書     

  類 

① 権利が発生したことを証する書類

の写し（権利が発生した場合のみ） 

展示会等出展事業 

① 展示会等の実施写真 

ＢＣＰ（事業継続計

画）策定事業 

① 策定したＢＣＰの写し（ＢＣＰを

策定した場合のみ） 

② 研修の修了を証する書類（終了証

書等）の写し（ＢＣＰの策定に関

する研修に従業員を参加させた場

合のみ） 

③ 研修実施写真（外部講師を招き研

修を行った場合のみ） 

人材育成事業 

① 研修の修了を証する書類（修了証

書等）の写し（公共機関及び公的

機関が主催する研修に従業員を参

加させた場合のみ） 

② 研修実施写真（外部講師を招き研

修を行った場合のみ） 

デジタル化推進事業 

①購入又は設置（リースによる調達を

含む）した商品の写真等 

②月額定額制料金の場合は、月額料金

が表示された領収書の写し等６月

分以内（ただし、同年度内に支払わ

れた分の領収書等が交付される利

用分まで）。 

広報・マーケティング

事業 

 


